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第４２７回（定例）福崎町議会会議録 

                             平成２１年１２月４日(金) 

                             午前９時３０分  開 会 

 

  １．平成２１年１２月４日、第４２７回（定例）福崎町議会は、福崎町役場に招集された。 

 

  １．出席議員    １６名 

 

 

  １．欠席議員（な し） 

 

  １．事務局より出席した職員 

    事 務 局 長  中 塚 保 彦  主 査  澤 田 和 也 

 

  １．説明のため出席した職員 

    町 長  嶋 田 正 義  副 町 長  橋 本 省 三 

    教 育 長  岡 本   裕  技 監  樋 口 和 夫 

    会 計 管 理 者  牛 尾 敏 博  総 務 課 長  尾 﨑 吉 晴 

    企 画 財 政 課 長  近 藤 博 之  税 務 課 長  山 口 省 五 

    住 民 生 活 課 長  松 岡 英 二  健 康 福 祉 課 長  高 松 伸 一 

    ま ち づ く り 課 長  志 水 利 雄  産 業 課 長  井 上 茂 樹 

    下 水 道 課 長  後 藤 守 芳  水 道 課 長  豊 國 明 紀 

    社 会 教 育 課 長  山 下 健 介  学 校 教 育 課 長  志 水 清 二 

 

  １．議事日程 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 会期の決定 

第 ３ 諸報告 

第 ４ 議案上程・議案説明 

第 ５ 質疑 

第 ６ 討論・採決 

 

  １．本日の会議に付した事件 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸報告 

日程第 ４ 議案上程・議案説明 

日程第 ５ 質疑 

日程第 ６ 討論・採決 

１番 松 岡 秀 人   ９番 吉 識 定 和 

２番 牛 尾 雅 一  １０番 石 野 光 市 

３番 宮 内 富 夫  １１番 小 林   博 

４番 釜 坂 道 弘  １２番 東 森 修 一 

５番 福 永 繁 一  １３番 冨 田 昭 市 

６番 志 水 正 幸  １４番 北 山 孝 彦 

７番 難 波 靖 通  １５番 高 井 國 年 

８番 広 岡 史 郎  １６番 宇 﨑 壽 幸 
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  １．議案件名 

報告第１３号 第２０期株式会社もちむぎ食品センター決算報告について 

議案第６５号 福崎町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

議案第６６号 教育委員会委員の任命について 

議案第６７号 教育委員会委員の任命について 

議案第６８号 福崎町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について 

議案第６９号 平成２１年度福崎町一般会計補正予算（第３号）について 

議案第７０号 平成２１年度福崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

議案第７１号 平成２１年度福崎町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）

について 

議案第７２号 平成２１年度福崎町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につい

て 

議案第７３号 平成２１年度福崎町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

議案第７４号 平成２１年度福崎町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

議案第７５号 平成２１年度福崎町水道事業会計補正予算（第１号）について 

議案第７６号 平成２１年度福崎町工業用水道事業会計補正予算（第１号）について 

議案第７７号 福崎町道路線の認定について 

議案第７８号 工事請負契約について 

請願第 ３号 中小業者の自家労賃を必要経費として認めることの意見書を政府に送

付することについて 

請願第 ４号 平成２１年度福崎幼児園 修了証書の件について 

請願第 ５号 現行保育制度の堅持・拡充と保育・学童保育・子育て支援予算の大幅

増額を求める意見書提出を求める請願書について 

請願第 ６号 障害者自立支援法の廃止を求める国への意見書採択を求める請願書に

ついて 

 

  １．開会及び開議 

 

議 長 皆さん、おはようございます。 

第４２７回福崎町議会定例会の開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上

げます。 

師走に入り、いよいよ寒気がつのる季節となってまいりました。 

本日ここに第４２７回福崎町議会定例会が招集されましたところ、議員の皆さ

んにはご健勝にて早朝からご参集を賜り、定刻に開会できますこと、まことにあ

りがとうございます。 

さて、本定例会に付議されます案件は、報告１件及び議案第６５号から議案第

７８号までの議案１４件、請願第３号から請願第６号までの請願４件の計１９件

を予定しております。 

何とぞ議員各位には格別のご精励を賜り、慎重審議の上、適正妥当なる結論づ

けが得られますとともに、議事の円滑なる運営につきましても格別のご協力をお

願い申し上げまして、本定例会の開会のごあいさつといたします。 

ただいまの出席議員数は１６名でございます。定足数に達しております。 

よって、第４２７回福崎町議会定例会が成立したことを宣告いたします。 
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これから本日の会議を開きます。 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

議 長 日程第１は、会議録署名議員の指名であります。 

会議録署名議員の指名は、会議規則第１２０条の規定により、議長が指名をい

たします。 

７番、難波靖通議員 

１５番、高井國年議員 

以上の両君にお願いいたします。 

 

日程第２ 会期の決定 

 

議 長 日程第２は、会期の決定であります。 

会期の決定の件を議題といたします。 

過日、議会運営委員会を開いて検討をお願いいたしましたところ、既に皆さん

のお手元に配付しております日程表案のとおり、本日から１２月１６日までの１

３日間といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長 ご異議なしと認めます。 

よって、会期は本日から１２月１６日までの１３日間といたします。 

 

日程第３ 諸報告 

 

議 長 日程第３は、諸報告であります。 

第４２６回臨時会閉会後、本日までの主要事項につきましては、別紙配付のと

おり報告いたしますので、よろしくお願いいたします。 

また、定期監査結果報告書並びに例月出納検査の報告書が議長あてに提出され

ており、その写しを配付しておりますので、ご覧いただければ幸いかと存じます。 

 

日程第４ 議案の上程・議案説明 

 

議 長 日程第４は、議案の上程であります。 

これから報告第１３号、第２０期株式会社もちむぎ食品センター決算報告につ

いてから、請願第６号、障害者自立支援法の廃止を求める国への意見書採択を求

める請願書までの１９件を一括議題といたします。 

これから町長提案の議案に対する上程理由の説明を求めてまいります。 

町    長 おはようございます。 

第４２７回福崎町議会定例会にご出席をいただきまして、ありがとうございま

す。いよいよ本年最後の月を迎えました。本年は政権がかわりましたので、その

変化を見きわめながら、町民福祉の向上、安心・安全のまちづくりを目指して町

政運営に心がけてまいりました。 

１１月２４日には、平成２２年度の予算編成指示会議を開催し、来年度の予算

編成を鋭意進めているところであります。 

さて、本会議には、報告１件と議案１４件を提案しております。 

報告はもちむぎ食品センターの決算報告であります。もちむぎ食品センターに
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つきましては、発足後２０年以上が経過し、多額の債務が発覚して１０年以上が

経過します。発覚時点で検討委員会を設置し、再建の方向で答申を受け、その方

針に沿って経営を続けてまいりました。昨年の１２月議会で、この会社に１億円

を超える資金援助をお願いしたのも、この答申に沿ったものであります。 

その際、４つの附帯事項をつけて議決をいただきました。このことを重く受け

とめ、念頭に置きながら、役員、職員が一丸となって仕事を進めてまいりました。 

４つの事項につきましては、完結したものはなく、すべての事項が進行中であ

ります。 

議会での指摘事項を大切にし、経営改善に役立てています。 

その１つに、民俗学ともちむぎを結合させた取り組みを進めています。昨年度

は８００万円、本年度は約１,５００万円の国からの支援金を受けて取り組みを

進めています。これは３年の事業でしたが、政権の交代によって同じ事業での継

続は難しくなったようですので、よく勉強をして、新しい取り組みに挑戦をして

いきたいと考えております。 

２つ目には、大きな企業に対しても営業活動を積極的に進めました。そして、

今のところ、成功していると思われるものは、岡野食品でのどら焼、日本ハムの

子会社であります日本ピュアフードのもちむぎ団子、そしてイオンとの精麦取引

などであります。イオン系のマックスバリューがご飯やにぎり飯にほんの少し精

麦をまぜてくれることによって、月２.５トンの精麦が出ています。 

大学や研究機関の成分検査結果によっても、もちむぎには健康によい影響を与

えるβ－グルカンが多く含まれていることがわかり、注目されるようになりまし

た。 

平成２０年度の会計は、議会の協力があったにもかかわらず、営業利益は赤字

で、経常利益で黒字であります。会社は経営によって成り立っているわけで、営

業で黒字を出さないといけないわけであります。その点では申しわけないと思っ

ております。 

幸い今期に入って黒字に変わってきていますが、これを一過性のものにせず、

継続した取り組みにしていく必要があります。 

この議会でも、多面的に検討をいただき、私たちにない知識をいただいて、今

後の経営に生かしていきたいと考えています。 

議案のより詳しい説明は副町長及び担当の課長が行いますので、ご審議の上、

ご賛同賜りますようお願いを申し上げます。 

次に、各課の報告をしてまいります。 

総務課についてでありますが、平成２１年度職員採用の第２次試験を１１月１

６日に実施しました。一般行政職は１次合格者１１名のうち９名が受験し、合格

者２名、補欠合格２名、不合格者５名となりました。なお、建築職は第１次試験

での合格者はありませんでした。 

嘱託･臨時職員の募集についてでありますが、町広報紙、区長文書回覧、町ホ

ームページでお知らせをしますが、一般事務補助員、保育士等の嘱託･臨時職員

の採用募集受付を平成２２年１月１３日から１月２０日まで行います。なお、試

験は１月２９日であります。 

選挙管理事務については、選挙人名簿定時登録者数は、１２月１日の基準日現

在、男子７,２２７人、女子８,１３８人、合計１万５,４６５人で、前回の９月

基準日より２６人の減となっております。 

企画財政課からは、１１月２４日に平成２２年度予算編成指示会議を開催し、

予算編成方針を提示しました。 
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地方財政の現状は、三位一体の改革以降、国の歳出抑制方針により、厳しい財

政状況が続いている中で、我が国の経済状況は低迷し、本町でも平成２１年度は

法人町民税が当初予算よりも相当下回る見込みとなっています。来年度も景気回

復の見込みは薄く、町税等一般財源の収入は本年度にも増して厳しくなると見込

まれますが、歳出では、大庄屋三木家住宅の保存修理事業や、子育て支援事業な

どの重点施策を推進していかなければなりません。そのため、各課においては、

それぞれの事業成績を検証し、歳出削減方策を検討した上で住民の要望に的確に

対応できる施策を展開することによって町民の命と暮らしを守るとともに、活力

あるまちづくりに取り組むことを基本にして予算編成を進めるよう指示をいたし

ております。 

税務課からは、この１２月１日から兵庫県の個人住民税等整理回収チームの派

遣をお願いしました。期間は来年２月までの３カ月間で、税の徴収や滞納処理の

業務を行っていただきます。身分は、県職員と町職員の身分をあわせ持った併任

職員となります。 

徴収対策として、国民健康保険の納税相談を１１月１１日から５日間行いまし

た。対象者は２２６名、期間中の窓口相談は３６名でした。 

町税全般におきましても、夜間徴収を行い、滞納縮減に努めております。また、

滞納整理対策委員会も関係課合同の徴収を行っています。 

なお、農業所得申告の個別相談は１月６日から４日間、文化センター、サルビ

ア会館等で、所得税の確定申告説明会は１月２７日、文化センターで行います。 

住民生活課からは、消防団非常呼集訓練を１１月１日早朝に実施し、秋季全国

火災予防運動に先駆け、町内防火パレードを実施しました。 

第２０回自然歩道を歩こう大会を１１月２３日、西コースで実施し、天候にも

恵まれ、町内外から過去最高の１,５２４人の参加がありました。 

住宅家賃等の支払いと、住宅明け渡しを求める裁判の第１回弁論が１１月２６

日、神戸地方裁判所姫路支部であり、相手方は訴訟内容について全面的に認め、

請求容認判決の言い渡しがありました。 

１２月１日から１２月１０日まで年末の交通事故防止運動を展開し、各種のキ

ャンペーンを実施しています。 

県道三木宍粟線と町道大貫山田線の交差点に信号機の設置があり、１２月３日

から点灯をいたしております。 

子育て応援特別手当の執行停止通知が平成２１年１０月１５日付でありました。 

当面の行事予定としては、１２月２６日から１２月３０日まで消防団年末特別

警戒を実施します。また、消防団初出式を１月１７日に田原小学校で開催します。 

平成２１年度ひょうご防災カレッジが１月２３日に福崎町文化センターで「迫

り来る巨大地震」をテーマに開催する予定であります。 

健康福祉課についてでありますが、１０月３１日の福崎秋まつりに健康福祉の

ワンデーコーナーで筋力トレーニング教室を実施し、健康増進の指導を行いまし

た。また、１１月１５日、２８日の２日間、本年度の未受診者を対象に特定健康

診査とがん検診を実施しました。 

介護保険事業では、地域密着サービス事業所を公募し、小規模多機能型居宅介

護及び認知症対応型通所介護にそれぞれ１事業者の応募があり、審査のうえ決定

しました。来年度に開設され、施設整備の充実を図ってまいります。 

新型インフルエンザワクチン接種は１０月から医療従事者等の優先接種対象者

に実施されています。 

福崎町では、優先接種対象者で所得の低い方を対象に無料で接種できるよう助
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成します。また、１歳から小学３年生までを対象にワクチン接種が始まりますが、

接種希望者には郡医師会の実施により１２月に保健センターで集団接種を行う予

定であります。 

産業課についてでありますが、１０月３０日、福崎農会長会として初総会が開

催され、会長等役員が決まりました。 

１０月３１日、福崎秋まつりにおいて、福崎町のマスコットキャラクター「フ

クちゃん、サキちゃん」のお披露目がありました。フクちゃん、サキちゃんは、

民俗学の柳田國男の著書「故郷七十年」で書かれているカッパをベースに、民俗

学とパスタをキャラクターにしたものです。これから各イベントなどにおいて、

福崎町をＰＲしてくれるものと思っております。 

１２月５日、福崎ライスセンターにおいて第７回銀の馬車道ため池ウォーキン

グが開催されます。西光寺野土地改良区の皆さんに疎水路などの史跡説明を受け

ながら、７キロメートルのコースを歩きます。 

民俗学ともちむぎぱすたの町･福崎まちづくり協議会では、「旅の学校フォー

クロアン講座」と「もちむぎぱすた」のまちづくりを進めています。 

昨年、商工会が開催した「旅の学校フォークロアン講座」を引き継ぎ、柳田國

男にまつわる話や語りべの共演など、旅についての魅力ある話を中心とした講座

を１月９日から１月３０日、全７回開催いたす予定であります。 

まちづくり課についてであります。中島井ノ口線道路新設事業は、現在３区間

で工事を進めています。引き続き、事業の進捗を図ってまいります。 

また、関連する県道三木宍粟線の南田原交差点改良事業も、県と協議して事業

の進捗に努めてまいります。 

８月２日未明の集中豪雨によって、被災した町道日光寺線は、９月３０日に国

の査定を受けました。その結果、国庫補助事業に採択され、現在復旧事業を進め

ております。 

現在、策定作業を進めている都市計画マスタープランは、素案がまとまり、関

係機関との調整を行っています。１２月７日からパブリックコメントにより、住

民等の意見を募集し、今年度末の策定を目指して作業を進めております。 

下水道課についてでありますが、福崎浄化センターについては、面整備の拡大

と共に接続件数が２,２００件、一日の流入量は約２,５００トンを超えてきまし

たが、引き続き順調な運転と良好な水質を得ております。 

また、田原中継ポンプ場は、日本下水道事業団に委託し、本年度より土木･建

築の建設工事に着手します。 

下水道面整備事業については、工事を中断していました山崎地区の第１工区は

１０月から工事を再開しました。また、吉田地区の面整備工事も順調に進み、マ

ンホールポンプ設備の完成を待って、いずれも年度内の供用開始を目指します。

今後は、八反田地区の面整備に向けて事業を進めてまいります。 

雨水幹線事業については、ヤゴ雨水幹線の工事は年内に完成する見込みとなり

ました。また、川すそ雨水幹線管渠工事も順調に進んでおります。長目雨水幹線

渠工事（その２）は、本会議の承認を得て工事を進めてまいる予定といたしてお

ります。 

水道課についてでありますが、９月２８日に町道１１７号線配水管入替工事及

び北野雲津川配水管入替工事の入札を行いました。 

また、下水道工事に伴う配水管移設工事を山崎地区、吉田地区で実施し、水道

管の入替工事を鋭意進めております。 

学校教育課についてでありますが、７月に組織しました福崎小学校区地域教育
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推進委員会は、地域の多くの方々の協力を得て、ヘルパー制度を１０月にスター

トいたしました。今後は、県民交流広場事業を活用して、子どもとの交流活動を

深めるなど、地域の教育力を高める取り組みを進めてまいります。 

新型インフルエンザの感染予防事業については、手洗いやうがいの励行、マス

クの着用など、予防対策に努めておりますが、感染が広まり、学校閉鎖等の休業

措置を行っております。 

今後の感染拡大に備えて、神崎郡医師会に集団予防接種を要望するとともに、

感染予防対策を励行してまいります。 

教育委員会事務事業点検評価については、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律が改正されたのを受けまして、平成20年度分の教育委員会事務事業点検評

価を行いました。点検評価に当たっては、学識経験者４名の意見を求めて、事務

事業点検評価報告書を作成しました。報告書は教育委員会のホームページに公表

し、多くの方々から意見をいただき、教育行政の充実・向上に努めていきたいと

考えております。 

児童・生徒の英語力を高めるとともに、国際理解を深めるために、第５回イン

グリッシュフェスティバルを１１月１日にエルデホールで開催しました。今年度

は、青年海外協力隊でニカラグアでのボランティア活動に参加された体験報告も

行いました。 

社会教育課についてでありますが、第３６回福崎秋まつりを１０月３１日及び

１１月１日の２日間開催をいたしました。１日目に実施しました銀の馬車道の人

情喜劇は、渋谷天外さんを初め、地元演出者の熱演もあり、大いに盛り上がり、

記憶に残る公演となりました。 

第２回吉識雅夫科学賞福崎子ども科学展を１１月６日から２２日まで町立図書

館で開催しました。期間中、前年度日本学生科学賞で１等入選された福崎高校の

生物部の皆さんに講演をしていただきました。 

老人大学祭は、１１月２１日、２２日に文化センターで実施しました。各部の

展示と記念講演が行われました。 

人権フェスティバルを明日１２月５日、エルデホールで開催をいたします。議

員各位におかれましても、ぜひご参加くださいますようお願いを申し上げます。 

平成２１年度の成人式を来年１月１１日にエルデホールで実施します。現在、

成人式に向け、実行委員会で運営等について協議を進めているところであります。 

以上、各課報告と提案説明とさせていただきたいと思います。よろしくお願い

を申し上げます。 

議 長 ただいま町長から上程議案に対する大要の説明が終わりました。これから議案

番号順に詳細なる説明を求めてまいりますが、関連する議案は複数で朗読及び

説明を求める場合もございますので、あらかじめご承知をお願いいたします。 

まず、報告第１３号、第２０期株式会社もちむぎ食品センター決算報告につい

て、事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに本案に対する詳細なる説明を担当課長から求

めます。 

また、資料の訂正の申し出がございますので、許可いたします。 

産 業 課 長 失礼いたします。 

まず、資料の訂正をお願いいたします。 

事業報告書２ページをお願いいたします。 

上から２行目の数字、４,６７７万９,３５０円を４,６７７万９,３３０円に訂
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正させていただき、お詫び申し上げます。 

報告第１３号、第２０期株式会社もちむぎ食品センターの決算報告について、

地方自治法第２４３条の３第２項により報告をいたします。 

１ページをお願いいたします。 

１ページは、事業報告でございます。事業概要について報告をさせていただき

ます。 

主な概要は、今期は世界的な金融危機から、日本も百年に一度と言われる経済

危機に陥り、個人消費が低迷し、お中元、お歳暮といった贈答品の流通が減少、

購買単価も下がった上に、原油価格の高騰に伴う小麦の価格上昇や、原材料の値

上げによりもちむぎ製品の値上げを行いました。 

さらに、新型インフルエンザや梅雨期の長雨による団体客のキャンセルが相次

いだため、本来の集客が得られませんでした。また、みなと銀行、姫路信用金庫

のご理解・ご協力により、債務免除を受け、その残額と他行の債務を福崎町から

無利子で借り入れることにより、一括返済することができました。 

このことにつきましては、昨年の１２月議会で決議をいただいております４項

目につきまして、１、長期経営戦略の策定については、新たな策定はせず、現状

のまま営業部門の強化を図り、精麦、製粉の販売による全国展開を目指し、かつ

コスト削減を図っていく考えであります。 

２、町民への説明責任については、平成２１年１月に一定の説明を各家庭にさ

せていただいたところでありますが、議会を通じて、さらに町民の皆様方にご理

解いただける会社となるべく努力をしてまいります。 

３、元専務への長期貸付金及び貸付利息の回収努力、同事件の経営責任として

の役員拠出をしていない株主に対する株券回収については、元専務本人と出会い

ましたが、大病で入院しており、回復は見込めない状況であるため、税理士と相

談した結果、会社としては早い時期に債権を放棄することが得策であるとの判断

になり、８月末で債権を放棄し、２０期決算を行っております。株券回収につき

ましては、個人株１７人、７１株中、８人、４３株、６０％を回収しています。

残りは９人、２８株の状況となっておりますが、その後は進んでおりません。 

４、追加の公金貸し付けが発生しないように指導されたいという点につきまし

ては、肝に銘じて当たっております。 

部門別につきましては、全体として２０期の実施目標の１億６,９００万円に

は到達せず、対前期比９４.０４％の１億５,７３２万７,２３３円でした。 

販売店部門は、商工会の支援を受け、もちむぎそうめんは好評でありましたけ

れども、贈答品の流通が減少し、対前期比８４.３４％の５,５６５万９,０６０

円でした。 

売店部門は４月から６月の「あいたい兵庫デスティネーションキャンペーン」

がありましたが、新型インフルエンザの影響もあり、集客は伸びませんでしたが、

生け花展などのイベントを通して集客を図り、対前期比１０６.０５％の４,６７

７万９,３３０円でした。 

通販部門は、ホームページのリニューアル化など改善を図りましたが、贈答品

の流通が減少して、対前期比８５.５４％の１,５０９万６,５５８円でした。 

レストラン部門はメニューに季節感を入れるなどの見直しにより、客単価が下

がらないよう工夫し、リピーターの確保に努め、商工会の新年交礼会やディナー

ショーの開催により、対前期比１００.６３％の３,９７９万２,２８５円となり

ました。 

製造部門につきましては、製麺工程の基礎から見直しを図り、外注していた細
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麺を当社工場で製造を行いました。以上が事業報告でございます。 

次に、決算報告をいたします。６ページをお開きください。 

６ページの損益計算書の方からご説明をいたします。損益計算書は、平成２０

年９月１日から２１年８月３１日まで、売上高といたしましては、１億５,７３

２万７,２３３円、これは販売店、売店、通販、レストランの合計額でございま

す。 

次に、売上原価でございます。期首棚卸高から当期製品製造原価を合わせまし

て１億２,７６５万８,６６９円、期末棚卸高が４５２万９,１６６円でございま

す。売上原価は１億２,３１２万９,５０３円となり、売上総利益は３,４１９万

７,７３０円であります。 

販売費及び一般管理費は、広告宣伝費から事務職員の給与、パート等の人件費、

やかたの東側駐車場の家賃地代１２０万円を含めまして、退職金まで合わせて３,

７１２万６,８７６円となりました。差し引き営業利益はマイナス２９２万９,１

４６円となりました。 

次に、７ページをお願いいたします。 

７ページは営業外損益の部でございます。営業外収益といたしまして、受取利

息から雑収入を合わせまして５１７万６,８０４円でございます。営業外費用は

７０万４,４９７円、経常利益といたしましては、１５４万３,１６１円となりま

した。 

特別損益の部でございます。特別損益は２,０８０万８,２４６円です。特別損

益はもちむぎのやかたの東側駐車場の過年度代３７０万円と、元専務の債務放棄

分約３,５１２万円を合わせまして３,８８２万１,５９８円でございます。 

当期利益はマイナス１,６６５万５,１５０円、前期の繰越損失が８,７９６万

４,６０９円ということで、当期未の処理損失は１億４６１万９,７５９円となっ

ております。 

８ページをお願いいたします。８ページは製造原価の報告書でございます。材

料費といたしましては、期首材料費棚卸高から補助材料仕入高、合わせまして５,

７２４万１,６０２円でございます。期末原材料費棚卸高は２,４７３万９,１８

５円で、材料費は３,２５０万２,４１７円となります。 

労務費でございます。レストラン、麺工場、配送等に係る賃金から厚生費まで

合わせまして３,４０２万１,１０３円でございます。外注加工費は２,２０７万

１,５９５円になりました。 

製造経費でございます。麺工場の電力費を含む水道光熱費から製造雑費まで合

わせまして１,９１２万４,８８３円です。 

総製造費用といたしまして、１億７７１万９,９９８円となります。当期製品

製造原価も同額でございます。 

次に、９ページをお願いいたします。９ページは、損失金の処理計算書でござ

います。当期未の処理損失が１億４６１万９,７５９円、これを次期繰越損失と

して同額を損失で繰越損失にするという報告でございます。 

次に、もとに戻っていただきまして、４ページをお願いいたします。４ページ

は、貸借対照表でございます。平成２１年８月３１日現在で、資産の部といたし

まして、流動資産は現金及び預金から前払費用まで合わせまして、合計５,２５

６万６,４５７円、固定資産としましては、有形固定資産、元専務に対する長期

貸付金約２,４４９万円が債権放棄によりなくなり、建物から工具器具備品まで

合わせまして３１６万３,３８１円となりました。 

無形固定資産は、電話加入権で７万４,９８４円でございます。 



- 10 - 

投資等では出資金、保証金合わせまして３万２００円、これら等合計いたしま

して、固定資産合計３２６万８,５６５円となりました。 

繰延資産はやかたの建築費の１０％を減価償却しまして、８月末の建設負担金

は３０８万２,６１７円となりました。 

したがいまして、資産の部の合計といたしましては、５,８９１万７,６３９円

でございます。 

次の５ページをお願いいたします。５ページは、負債の部でございます。流動

負債では、買掛金から法人税等充当金まで合計１,７６１万３,７１１円でござい

ます。 

固定負債として福崎町からの借入金で１億１,５９２万３,６８７円です。 

負債の部の合計といたしましては、１億３,３５３万７,３９８円でございます。 

次に、資本の部でございます。６００株分で資本金は３,０００万円でござい

ます。 

利益剰余金といたしまして、当期未処理損失１億４６１万９,７５９円、うち

当期利益がマイナス１,６６５万５,１５０円でございます。利益剰余金の合計と

いたしまして、マイナス１億４６１万９,７５９円、資本の部の合計はマイナス

７,４６１万９,７５９円で、負債及び資本の部の合計は５,８９１万７,６３９円

でございます。 

次に、１０ページをお願いいたします。１０ページ及び１１ページは監査報告

でございます。監査報告書につきましては、後ほどご覧いただきたいと思います

が、主な内容は、売上金については、景気が著しく悪化したが、もちむぎのやか

たの売店、レストランは前年を上回っているが、販売店、通信販売については大

きく下がっている。時代の感性とスピードに対応した積極的な改善を図られたい。 

営業経常利益では、もちむぎ製品の値上げを商品そのままで価格のみを改正し

たため、客離れや売り上げの減少につながっていると思われるが、品質、パッケ

ージなどの見直しも進められ、来期からは数字にあらわれてくると見込まれるの

で、引き続き取り組まれたい。 

なお、常勤取締役給与補助分や町からの借入返済が２３期から始まるので、利

益の確保を念頭に置いた経営の見直しに努められたい。 

その他として、もち麦の在庫が１００トンを超えているが、パスタのまちづく

りも継続しており、計画的な在庫管理を図られたい旨の意見が付されております。 

次に、１２ページをお願いいたします。１２ページは、２１期実施計画書でご

ざいます。 

１３ページをお願いいたします。売上高は２１期予算額の欄で、販売店からレ

ストランを合わせまして、１億６,３００万円をみております。これは２０期の

実績から見ますと、３.６％の伸びとなっております。 

販売部門につきましては、もちむぎ麺をはじめとするもちむぎ商品の知名度ア

ップを図り、もちむぎ商品にあふれたもちむぎの町福崎の実現に向け、健康によ

い精麦･製粉の販売、利用促進をも念頭に置いた営業活動を行っていきます。 

売店部門は、もちむぎは特産品であるため、観光を目的で土産物として購入さ

れる顧客が多くを占めるので、旅行会社、観光バス会社などへも積極的にＰＲを

図り、ツアー客の集客に努めます。 

通信販売部門はインターネットによる販売を積極的に行っていきたいと考えて

おります。また、商品の紹介チラシやダイレクトメールなども活用し、情報発信

を行っていきます。 

レストラン部門につきましては、もちむぎの持つ特色を生かした体によい健康
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メニューづくりを行い、顧客の満足を得つつ、客単価を上げる工夫を継続的に行

っていきます。忘年会や新年会といった夜の団体客利用の促進も図ってまいりま

す。また、顧客の待ち時間の短縮を図り、サービスの向上を図っていきたいと思

っております。 

また、高速道路とＥＴＣを利用した１,０００円サービスによる集客を図るた

め、高速道路のサービスエリアなどへも積極的にＰＲを図ってまいります。 

売上高につきましては、売上原価１億２,３５２万９,０００円、販売費、一般

管理費につきましては３,８００万円、製造費につきましては１億４００万円、

営業利益につきましては、計画では１４７万１,０００円を見込んでおります。 

営業外収益につきましては、計画では４８０万２,０００円、営業外費用５０

万円、経常利益５７７万３,０００円という計画をしております。 

また、資料には損益計算書、利用人数比較表、月別実績比較表、借入返済計画

書をつけております。 

なお、詳細資料につきましては、議会事務局に備えつけさせていただいており

ますので、ご覧いただきたいと思います。 

以上で、報告第１３号の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

議 長 次に、議案第６５号、福崎町固定資産評価審査委員会委員の選任について、事

務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに本案に対する詳細なる説明を副町長から求め

ます。 

副 町 長 議案第６５号についてご説明申し上げます。 

固定資産評価審査委員会の設置及び委員の選任につきましては、地方税法第４

２３条に基づくものでございます。 

職務内容は固定資産税台帳に登録された評価額に対する不服申し立てがあった

場合、評価額を審査決定するため、町に設置されている機関であります。 

本年１２月１９日、任期満了となる内山嗣隆氏の再任をお願いするものであり

ます。 

それでは、内山嗣隆氏の経歴から説明させていただきます。 

住所は福崎町八千種３９５０番地、生年月日は昭和１１年９月９日でございま

す。最終学歴は昭和３４年３月に兵庫県立神戸商科大学を卒業されています。職

歴といたしましては、昭和３４年４月に日伸産業株式会社に入社され、昭和４１

年３月同社を退社、現在は日伸運輸株式会社顧問をされています。 

役職歴は平成１０年４月に明るい社会づくり運動西兵庫協議会理事に就任、現

在に至っておられます。平成１５年１２月に福崎町固定資産評価審査委員会委員

に選任され、現在２期目でございます。 

税務課資料１ページに私の抱負をお示ししていますのでご参照ください。 

以上で説明を終わらせていただきます。何とぞご賛同賜り、ご承認いただきま

すよう、よろしくお願いいたします。 

議 長 次に、議案第６６号、議案第６７号、教育委員会委員の任命について、両案を

事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに両案に対する詳細なる説明を副町長から求め

ます。 

副 町 長 議案第６６号、議案第６７号、両議案についてご説明申し上げます。 
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教育委員の任命は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規

定により議会の同意を得て任命いたします。 

教育委員会は５名の教育委員で組織されており、教育に関する事務の管理、執

行を行います。委員の任期は４年であります。 

議案第６６号は、現教育委員の桑谷祐顕氏が平成２１年１２月２４日で任期満

了となり、再任をお願いいたしたく、議会の同意を求めるものであります。 

それでは、桑谷氏の経歴を紹介させていただきます。お手元の経歴書をご覧く

ださい。 

住所は福崎町高岡１９１２番地、昭和３８年３月７日生まれで４６歳でござい

ます。 

最終学歴は平成５年３月に大正大学大学院博士課程文学研究科天台学専攻を満

期修了されています。 

職歴は天台宗應聖寺住職を務められるとともに、叡山学院副校長として、僧侶

や教育者の育成のために重責を担って教鞭をとっておられます。 

また、伝統文化にも造詣が深く、福崎町文化財審議会委員として、提言や助言

をいただいているところであります。 

桑谷氏は教育現場の実践や、法を説く経験を生かした幅広い識見と、保護者と

しての視点で、福崎町教育の充実発展に積極的に取り組んでいただいておるとこ

ろであります。 

抱負では、揺るぎない高い教育理念を掲げ、その理念に向かって歩み続け、切

磋琢磨することが私の理念・理想であると述べられており、今後も高い教育理念

を掲げ、福崎町教育の推進・向上の実現に向けて取り組んでいただけるものと確

信しております。 

続きまして、議案第６７号は、現教育委員の岡本 裕教育長が平成２１年１２

月２４日で任期満了となり、勇退をされます。 

後任として、福崎町福田７４７番地２、高寄十郎氏を教育委員に任命したいの

で議会の同意をお願いするものであります。 

それでは、高寄十郎氏の経歴を紹介させていただきます。お手元の経歴書をご

覧ください。 

住所は福崎町福田７４７番地２、昭和２３年４月２７日生まれで現在６１歳で

あります。 

最終学歴は昭和４６年３月に日本体育大学体育学部を卒業されています。 

職歴は昭和４６年４月に福崎町立福崎中学校教諭を振り出しとして、田原小学

校校長として定年退職されるまで、中学校教育に３５年間、小学校教育に３年間

の永きにわたり、義務教育一筋に情熱を注いで、心身ともに健全な児童・生徒の

育成に取り組まれ、校長１１年間、教頭５年間は管理職として、職場の人間関係

を大切にし、教職員の質の向上に努めるとともに、学校経営の充実・発展に取り

組んでこられました。 

平成２１年４月からは、教育委員会で学校教育指導員として、豊富な経験と知

識を生かし、福崎町の学校教育の推進に指導助言を行っていただいております。 

抱負でも述べられていますように、確かな学力、豊かな心、健やかな体をバラ

ンスよく育てるために、学校、家庭、地域が子どもたちの成長にかかわる当事者

として、町民すべてがかかわる教育を目指し、実践されております。 

高寄氏は誠実で人望も厚く、教育の専門家としての知識を備えており、福崎町

教育のさらなる充実・発展に取り組んでいただけるものと確信しております。 

審議の参考にしていただくために、学校教育課資料に、私の抱負等をお示しし
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ていますのでご参照していただき、議案第６６号、第６７号、両議案ともご賛同

賜りますようお願い申し上げます。 

議 長 次に、議案第６８号、福崎町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条

例について、事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに本案に対する詳細なる説明を担当課長から求

めます。 

住民生活課長 議案第６８号、福崎町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につ

いてご説明をいたします。 

今回の改正につきましては、平成２１年５月１日に消防法の一部を改正する法

律が公布され、平成２１年１０月３０日に施行されたことに伴う改正でございま

す。 

改正法において条の追加を行ったことに伴い、改正前の消防法の条項を引用し

ている関係政令整理のため、引用条項の第３５条の７第１項を第３５条の１０第

１項に改めるもので、条の内容は変わらず、条の整理を行うものです。 

条の内容といたしましては、救急隊員は緊急の必要があるときは傷病者の発生

した現場付近にあるものに対し、救急業務に協力することを求めることができる

という条文でございます。 

つきましては、この改正に伴い、福崎町消防団員等公務災害補償条例の一部を

改正するものです。 

それでは、住民生活課資料をお開きください。 

福崎町消防団員等公務災害補償条例の新旧対照表をご覧ください。 

第２条中、第３５条の７第１項を第３５条の１０第１号に改めるものです。 

附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、平成２１年１０月３０

日から適用するものでございます。よろしくご審議賜り、ご賛同いただきますよ

う、よろしくお願いいたします。 

議 長 しばらく休憩いたします。再開は１０時５０分といたします。 

 

◇ 

休憩 午前１０時３０分 

再開 午前１０時５０分 

◇ 

 

議 長 会議を再開いたします。 

次は、議案第６９号、平成２１年度福崎町一般会計補正予算（第３号）につい

て、事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに本案に対する詳細なる説明を担当課長から求

めます。 

企画財政課長 議案第６９号、平成２１年度福崎町一般会計補正予算（第３号）について、ご

説明申し上げます。 

第１条、歳入歳出予算の補正額は３億３,９５０万円を追加して、補正後の予

算総額を７３億８,２３０万円とするものです。 

主な内容としましては、職員の給与改定並びに人事異動等による人件費の増減、

保育所入所園児数の増加による保育所費や町道中島井ノ口線など道路事業費の増

額、小中学校校舎等の耐震改修事業費などであります。 



- 14 - 

それでは、歳入歳出予算につきまして、事項別明細書でご説明申し上げます。 

(以下、事項別明細書朗読説明により省略) 

以上が歳入歳出予算に関する説明であります。 

次に、議案の第２条、債務負担行為の補正につきましては、議案の３ページを

お開き願います。 

追加でコミュニティプラント保守管理事業を計上しております。長目地区コミ

ュニティプラントの保守管理及び清掃につきましては、農業集落排水施設とあわ

せて３年契約で業務委託を行っておりますが、平成２２年度から２４年度までの

３年間の契約を行うため、債務負担行為をお願いするもので、限度額は６２０万

円としております。 

第３条、地方債の補正につきましては、まず４ページをご覧ください。 

変更で起債の目的、道路橋梁整備事業に２,２００万円を追加して、限度額１

億５,７４０万円とするものですが、歳入でご説明申し上げました中島井ノ口線

及び高橋中寺線に係る地方債を追加するものです。 

次に、５ページは、追加で、地方債の目的、義務教育施設整備事業、学校施設

耐震化事業で、限度額９,３３０万円を計上しておりますが、歳入でご説明申し

上げました小中学校校舎等の耐震改修事業に係る地方債であります。 

以上、議案第６９号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜り、ご賛

同いただきますようお願いを申し上げます。 

議 長 次に、議案第７０号、平成２１年度福崎町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第１号）について、議案第７１号、平成２１年度福崎町後期高齢者医療事業特

別会計補正予算（第１号）について、議案第７２号、平成２１年度福崎町介護保

険事業特別会計補正予算（第２号）について、事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに各案に対する詳細なる説明を担当課長から求

めます。 

健康福祉課長 議案第７０号、７１号、７２号についてご説明申し上げます。 

議案第７０号、平成２１年度福崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）について、ご説明申し上げます。 

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３９万２,０

００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１７億５,９８０万８,０００円

とするものです。詳細につきましては、事項別明細書でご説明いたします。 

(以下、事項別明細書朗読説明により省略) 

続きまして、議案第７１号、平成２１年度福崎町後期高齢者医療事業特別会計

補正予算（第１号）について、ご説明申し上げます。 

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２万７,００

０円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２億３４７万３ ,０００円とする

ものです。詳細につきましては、事項別明細書でご説明いたします。 

(以下、事項別明細書朗読説明により省略) 

続きまして、議案第７２号、平成２１年度福崎町介護保険事業特別会計補正予

算（第２号）について、ご説明申し上げます。 

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１５６万３ ,

０００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１０億９,０４１万７,０００

円とするものです。詳細につきましては、事項別明細書でご説明いたします。 

事項別明細書の歳出、３ページ、４ページをお開きください。 

一般管理費１５０万６,０００円の減額は、職員の会計間異動と人事院勧告に
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よる給与改定及び共済組合負担金等の改定によるものです。 

次に、５ページ、６ページをお開きください。 

介護予防ケアマネジメント事業費５万７,０００円の減額は、給与改定と共済

組合負担金の改定によるものです。 

(以下、事項別明細書朗読説明により省略) 

議案第７０号、７１号、７２号の３議案ともご審議賜り、ご賛同いただきます

よう、よろしくお願い申し上げます。 

議 長 次に、議案第７３号、平成２１年度福崎町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第１号）について、議案第７４号、平成２１年度福崎町公共下水道事業特別会

計補正予算（第１号）について、事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに両案に対する詳細なる説明を担当課長から求

めます。 

下 水 道 課 長 議案第７３号及び７４号、続けて説明をさせていただきます。 

それでは、議案第７３号、平成２１年度福崎町農業集落排水事業特別会計補正

予算（第１号）について、説明いたします。 

この補正は職員の人事異動及び給与改定による人件費の補正で、歳入歳出それ

ぞれ８５万４,０００円を追加し、総額を２億８,８８５万４,０００円とするも

のです。 

また、６カ所ある農業集落排水施設の保守管理業務は、平成２１年度末をもっ

て委託期間が満了することから、平成２２年度から３年間の委託業務等をするた

め、債務負担行為の補正をお願いするものでございます。 

まず、第１表、歳入歳出予算補正につきましては、事項別明細書によりご説明

申し上げます。 

(以下、事項別明細書朗読説明により省略) 

続いて、３ページ、第２表をお願いいたします。 

この債務負担行為補正の追加につきまして、事項は農業集落排水処理施設保守

管理事業、期間は平成２２年度から平成２４年度までの３年間、限度額は４,８

３０万円で、３年均等としております。 

債務負担行為補正の内容につきましては、下水道課資料で説明をいたします。 

下水道課資料１ページをお願いいたします。 

農業集落排水処理施設及びコミュニティプラント保守管理清掃委託料としてお

ります表１は、処理施設ごとに１年間の保守管理委託料についてまとめたもので

す。委託料には施設管理費、汚泥清掃費、消毒薬剤費、中継ポンプ管理費を含ん

でおります。今までの実績と接続件数の増による汚泥処理費及び消毒薬剤費の増

を加味し、まとめたものでございます。 

農業集落排水施設とコミュニティプラントを合わせ、これを処理方式別に表１

の一番下の行に示しております下水農集第１号と下水農集第２号として、二つの

グループに分け、３年間委託して管理の万全を図ろうとするものでございます。 

表２は、委託グループごとの１年間及び３年間の委託料で、表３では、農業集

落排水処理の６施設全体で、単年度で１,６１０万円、３年間で４,８３０万円と

なり、これを債務負担行為補正の限度額とするものであります。 

以上で議第７３号の説明とさせていただきました。 

続きまして、議案第７４号、平成２１年度福崎町公共下水道事業特別会計補正

予算（第１号）について、ご説明申し上げます。 

この補正は、人事院勧告による給与改定及び職員の人事異動による人件費の補
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正に伴うもので、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７４５万５ ,

０００円を減額し、総額をそれぞれ１５億２,８９４万５,０００円とするもので

す。 

第１表、歳入歳出予算補正につきましては、事項別明細書によりご説明申し上

げます。 

(以下、事項別明細書朗読説明により省略) 

以上で議案第７４号の説明を終わります。 

議案第７３号及び７４号ともに、よろしくご審議を賜り、ご賛同のほどをよろ

しくお願い申し上げます。 

議 長 次に、議案第７５号、平成２１年度福崎町水道事業会計補正予算（第１号）に

ついて、議案第７６号、平成２１年度福崎町工業用水道事業会計補正予算（第１

号）について、事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに両案に対する詳細なる説明を担当課長から求

めます。 

水 道 課 長 議案第７５号、平成２１年度福崎町水道事業会計補正予算（第１号）について、

ご説明をいたします。 

この補正は、職員の人事異動及び給与改定等による人件費等の補正をお願いす

るもので、第２条では、予算第３条の収益的支出を２２６万円増額し、３億７ ,

８５７万４,０００円に、また第３条では、予算第７条の職員給与費を２２４万

５,０００円増額し、５,２２３万５,０００円にしようとするものです。 

内容につきましては、事項別明細書により説明をいたします。 

(以下、事項別明細書朗読説明により省略) 

以降に給与費明細書を添付しておりますのでご参照ください。 

なお、水道課資料として補正予算第１号（案）を添付しておりますので、あわ

せてご参照ください。 

次に、議案第７６号、平成２１年度福崎町工業用水道事業会計補正予算（第１

号）について、ご説明を申し上げます。 

この補正は、給与改定等による人件費の補正をお願いするもので、第２条では

予算第３条の収益的支出を９,０００円減額し、２,４４４万９,０００円に、ま

た第３条では、予算第６条の職員給与費を９,０００円減額し、１,１０８万円に

しようとするものです。 

内容につきましては、事項別明細により説明をさせていただきます。 

(以下、事項別明細書朗読説明により省略) 

以降に給与費明細書を添付しております。また、水道課資料として、補正予算

第１号（案）を添付しておりますので、あわせてご参照ください。 

両議案ともよろしくご審議賜り、ご賛同いただきますようお願い申し上げます。 

議 長 次に、議案第７７号、福崎町道路線の認定について、事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに本案に対する詳細なる説明を担当課長から求

めます。 

まちづくり課長 議案第７７号、福崎町道路線の認定について、ご説明申し上げます。 

当議案は、道路法第８条第２項の規定により、新たに２路線を認定しようとす

るものです。 

次ページの別紙でお示ししているとおり、認定する道路の種類及び路線名は２

級２３１５号線及び２級２３１６号線であります。いずれも都市計画法に基づく
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開発行為により築造され、開発者から帰属した道路であります。 

まちづくり課資料５ページで位置等をお示ししております。あわせてご覧いた

だきたいと思います。 

１点目の２３１５号線につきましては、起点は西田原字大塚１４２０番１地先

から終点は西田原字辻ノ前１６２１番６地先まで。延長は２２１.４メートルで

ございます。幅員は５.７から１２メートルでございます。 

２点目の２３１６号線につきましては、起点は西田原字辻ノ前１６３２番２０

地先から終点は西田原字辻ノ前１６２１番１２地先まで。延長は７８ .７メート

ルでございます。幅員は６から１３.９メールでございます。 

以上、よろしくご審議の上、ご賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

議 長 次に、議案第７８号、工事請負契約について、事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに本案に対する詳細なる説明を担当課長から求

めます。 

下 水 道 課 長 失礼いたします。 

議案第７８号、工事請負契約について、ご説明を申し上げます。 

この工事は平成２１年１１月２０日に一般競争入札に付し、契約を締結するた

め、規定により議会の議決をお願いするものでございます。 

議案の内容は事務局朗読のとおりでございます。 

それでは、下水道課資料２ページをご覧ください。２ページの左側に入札の結

果を示しております。 

工事名は長目雨水幹線渠工事（その２）、契約金額は８,９４６万円、落札者

は平錦建設株式会社でございます。 

工期は、入札結果の最下段にありますとおり、平成２２年３月３１日までとし

ておりますが、工期の不足と雨水期を挟むことから、平成２３年２月末まで延長

する予定でございます。 

下水道課資料２ページの右側に工事の位置図を示しております。今回の工事の

範囲は長目雨水幹線事業の認可全延長６１０メートルのうち、昨年度実施した同

名の工事の上流部で町道東大貫中島線までの間、２３１メートルとヤゴ雨水幹線

の一部、４１.６メートルを施工するものでございます。 

３ページをお願いいたします。 

３ページには工事の概要と全体の平面図及び断面図を示しております。工事の

概要は、町道吉田中島線の地中部に設置する長目雨水幹線渠、ボックスカルバー

ト内寸２メートル掛ける１.３メートルを１０４.７メートル、２メートル掛ける

１.２メートルを１２６.３メートル、計２３１メートルとヤゴ雨水幹線の一部で

東大貫中島線の歩道下に布設するボックスカルバート内寸１ .２メートル掛ける

０.６メートルを４１.６メートル布設いたします。 

下部に示した断面図ナンバー８は、東大貫中島線、ナンバー２４は町道吉田中

島線とそれぞれの標準断面図です。 

また、左側上部には点検用マンホールの平面図及び断面図でございます。 

なお、このヤゴ雨水幹線の一部は工事中であります中島井ノ口線周辺から流れ

込む雨水を緊急的にヤゴ川へ放流するため、先行して布設するものでございます。 

その他、点検用マンホール１カ所、附帯施設工として、隣接する住宅への影響

を回避するため、薬液注入工等を含んでおります。 

以上で議案第７８号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜り、ご賛
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同いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

議 長 次に、請願第３号、中小業者の自家労賃を必要経費として認めることの意見書

を政府に送付することを事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに本請願に対する詳細なる説明を求めます。 

石野光市議員 請願第３号、中小業者の自家労賃を必要経費として認めることの意見書を政府

に送付することの趣旨説明を行います。 

戦前の家制度、世帯単位課税制度の名残と言われる所得税法第５６条の定めに

より、業者の家族の労働対価が必要経費として認められないことにより、全国的

に働く家族の所得証明がとれない。そして、そのことによって、車や住宅ローン

が組めないなどの弊害も生まれていると聞いております。ぜひ、本請願の趣旨に

ご賛同いただきますよう願うものであります。 

以下、本請願の趣旨を読み上げて、趣旨説明といたします。 

私たち中小業者は、地域経済の担い手として日本経済の発展に貢献してきまし

た。しかし、長引く不況の上、アメリカ発と言われる金融危機が重くのしかかり、

中小業者は倒産・廃業など、かつてない危機に直面しています。 

そんな中で、私たち業者婦人は自営中小業者の家族従事者として商売、子育て、

介護と休む間もなく働いています。しかし、どんなに働いても、家族従業者の働

き分、自家労賃は税法上、その給料が経費として認められません。所得税法５６

条で配偶者とその他の親族が事業に従事したとき、対価の支払い、給料は、必要

経費に算入しないと定められているからです。事業主の所得から控除される金額

は、配偶者の場合は８６万円、その他の家族の場合は５０万円です。家族従業者

はこのわずかな控除が収入とみなされるため、社会的にも、経済的にも全く自立

できない状況となっています。家業を一緒にやりたくてもできないことが後継者

不足に拍車をかけています。 

また、家族の働き分が下請単価に反映されず、低工賃の温床に、交通事故に遭

ったときの保険給付が専業主婦より低いなどの不利益があります。家族従業者と

いうだけで給料を認めないのは、法のもとの平等を定めた憲法１４条、両性の平

等を定めた憲法２４条に反する人権問題です。 

地方自治体でも所得税法５６条廃止への理解が広がり、現在６０自治体が廃止

を求める決議を採択、国に意見書を送っています。ことし３月の参議院財政金融

委員会では、経済的不公正・不利益があり、働く人間の給料を認めないのは、税

法上の人権にかかわり、見直しを求めると意見が出され、与謝野財務大臣が研究

してみると答弁しています。 

ドイツ、フランス、アメリカなど世界の主要国では、自家労賃を必要経費とし

ている中で、日本だけが世界の進歩から取り残されています。私たちは税制上も、

民法、労働法や社会保障上でも、一人一人が人間として尊重される憲法に保障さ

れた権利を要求します。ぜひ、中小業者の自家労賃を必要経費として認めること

を求める意見書の採択をお願いいたします。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

議 長 次に、請願第４号、平成２１年度福崎幼児園 修了証書の件を事務局に朗読さ

せます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに本請願に対する詳細なる説明を求めます。 

冨田昭市議員 平成２１年度福崎幼児園 修了証書の件についてご説明をいたします。 

本年３月２６日に福崎幼児園が完成し、今年度から幼保一体化の一環として福
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崎幼児園が開設され、園児たちは元気に通園をしているわけでございます。 

しかし、初めての試みと初年度ということもありまして、日々の幼児園運営や

各種行事等では、園児や保護者、それに幼児園関係者も戸惑いや不安、それに不

満等も多々あるわけでございます。 

そのような中、平成２１年度幼児園修了におきまして、卒園する修了児の修了

証書が幼児園の課程を修了したことを証するという表記になっているとの報告を

受けたわけでございます。しかし、そのような説明は入園時に教育委員会からあ

りませんでした。また、幼児園の修了課程というものは福崎町独自のものであり

まして、正式に存在しないと伺っております。短時間部１３名については、園児

の教育は言うまでもなく、ＰＴＡ活動におきましても、神崎郡内の他の幼稚園と

比べても何も変わりありません。よって、幼稚園の課程を修了したことを証する

という従来表記の証書、修了証書を授与していただけることをここに請願するわ

けでございます。 

議員諸兄におかれましては、ご審議を賜り、ご採択に向けてのご賛同をよろし

くお願いを申し上げまして提案説明といたします。 

議 長 次に、請願第５号、現行保育制度の堅持・拡充と保育・学童保育・子育て支援

予算の大幅増額を求める意見書提出を求める請願書、請願第６号、障害者自立支

援法の廃止を求める国への意見書採択を求める請願書の両請願を事務局に朗読さ

せます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに両請願に対する詳細なる説明を求めます。 

小林 博議員 請願につきましての説明をさせていただきます。 

まず、現行保育制度の堅持・拡充と保育・学童保育・子育て支援予算の大幅増

額を求める意見書提出を求める請願でございます。 

急激な少子化の進行のもとで、次世代育成支援に対する国と自治体の責任は非

常に大きくなっておるのはご承知のとおりでございます。したがいまして、見出

しにありますような内容についての事業を充実することは、かねてよりの要望で

ありまして、２００６年以来、衆参両院で何回もこの請願が全党・全会派一致で

採択をされておるわけであります。しかし、実際の進め方は、この間、財政諮問

会議でありますとか、地方分権改革推進委員会等々のこうした社会保障審議会で

は、保育水準の廃止あるいは引き下げ、保育の責任を後退させる市場原理に基づ

く改革案等々、国会で採択をされた請願に逆行する内容で検討されています。 

今回の、いわゆる国の予算の仕分け作業につきましても、保育に対する国の負

担金をどうするかということが検討の課題になりましたけれども、一応、今回は

このまま据え置くということになりまたけれども、この保育制度全体について、

どのように進めていこうかということが今議論をされておるわけでございます。

そんな中でも、特に保育の基準というものを自治体任せにしようでありますとか、

面積基準を緩和しようとか、そんなニュースが伝えられておるわけでありますけ

れども、保育というのは、子育てということを保障していくという面からいえば、

国と地方自治体の責任を明記して、そうして国家的な最低基準をしっかりと保障

をして、それを底上げをするという、そういうことが大変重要ではないかという

ふうに考えての請願でございます。子育て支援、これからの日本の未来を左右す

る、そうした大切な事業でありますので、ぜひこの趣旨をお酌み取りくださいま

すように、お願いを申し上げます。 

次に、障害者の関係の請願でありますけれども、自立支援法が２００６年４月

に施行されたわけでありますけれども、それ以降、一律１割の利用者負担等を含
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めて、非常に問題となって、障害者施策の切り捨てにつながっていくという、障

害者の皆さんの生きる希望を奪うというふうなことも各方面から取りざたをされ

てまいりまして、その間、幾つかの改善等もされたわけでありますし、さらに廃

案にはなりましたけれども、さきの国会でも、若干の見直しの法案も提出されて

いたわけであります。 

しかし、それとしても、基本的に障害者の皆さんの負担をなくする、応益負担

をなくするということが原則でありますけれども、実際上は応益負担が義務づけ

られるというふうな、義務といいますか、そんなふうになっていくという、そう

いう内容であります。したがって、一旦はこの自立支援法を廃止して、そうして

関連の予算等も大幅に増やして、そして障害者の生きる権利を保障するというこ

とが大切であろうと思ったわけであります。 

１０月３１日にも、全国のこうした関係団体のフォーラムがありまして、そこ

で長妻厚労大臣がこの自立支援法を廃止するというのは、新政権の３党合意の中

にも書いておる、一日も早くこの法案を廃止して、そして新しい制度をつくり上

げていきたいというふうに述べられておるのでありますけれども、実際上、それ

が日程表に具体的に上っておるということになっておらないわけでありまして、

ぜひ障害者の皆さん方の願いに答えていくという趣旨で、この意見書を提出をし

ていただきたいという請願でございますので、よろしくお願いをいたします。 

議 長 以上で、本定例会第１日目の日程はすべて終了いたしました。 

本日は、これにて散会することといたします。お疲れさまでした。 

 

散会 午前１１時５５分 

 


